
　平成28年3月まで学生で、4月に就職
しました。市・県民税がかかっていな

いのはなぜですか。

　市・県民税は、前年の1〜12月の所得
に基づいて税額が計算されます。その

ため、平成27年1〜12月の所得が非課税の
範囲内であれば、平成28年度は市・県民税
がかかりません。平成28年1〜12月の所得
が非課税の範囲を超える場合は、平成29年
度からかかります。

　市・県民税がかかる収入額を教えてく
ださい。

　給与収入のみで扶養する人がいない場
合、1年間（前年の1〜12月）の総収入

が93万円を超えると、市・県民税が課税さ
れます（市町村によって異なります）。

　平成28年4月に退職したときに市・県
民税を一括で納めました。ところが、

平成28年度の納税通知書が送られてきまし
た。なぜですか。

　退職時に一括して支払った市・県民税
は、毎月の給与から特別徴収されるは

ずだった平成27年度分の残額です。市・県
民税は、前年の所得を基にして翌年に課税さ
れます。したがって平成28年度の市・県民
税は、平成27年1〜12月の給与所得に対し
て課税された分です。
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。
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